
（様式－１）                                                      （令和８年４月改定） 

事  務  処  理  フ  ロ  ー  図 

事務名  自動車税（環境性能割）に係る納税義務免除申告（譲渡担保）・軽自動車税（環境性能割）に係る納税義務免除申告（譲渡担保）事務 

 作成部署 主税局課税部計画課自動車税班  電話 5388-2954  

《事務処理フロー図》       《事務処理フロー図の説明》 

        標準処理期間  計６０日 
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   （※都税総合事務センター自動車税課）  

項番 項 目 内 容 

 

１ 

 

形式審査 

提出された申告書に記載漏れがないかど

うか、添付書類が揃っているかどうかを審

査します。 

 

２ 

 

 

実質審査 

申告内容について、要件に該当するかどう

か審査します。 

 

３ 

 

 

決定手続 

納税義務免除（譲渡担保）の許可決定・不

許可決定をします。 
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通知 

申告者に通知します。 
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